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改善のため人的な措置を含めた対応を引き続き図ること。

〇年次有給休暇の取得を積極的に促進するため、労働環境や諸

条件改善などの具体的な措置を講ずること。当面、年間１４

日の取得実績となるための実効ある措置や病院・福祉施設な

ど年休取得の困難な職場に対する根本的な対策を講じるこ

と。

〇ゆとり・豊かさが実感でき、ワーク・ライフ・バランスの時

代にふさわしい休暇制度を確立するため、各種休暇制度を

新設・拡充すること。

〇次世代育成や安心して働き続けられる社会づくり、仕事と育

児や介護との両立などワーク・ライフ・バランスのための

積極的な支援施策を実施すること。育児や介護と仕事の両

立支援制度について、十分な活用ができるよう、正規職員

や代替職員の配置による人的措置を基本とした条件整備を

強化すること。また、男性が育児休業を取得できるよう具

体的促進策を講じること。

〇男女共同参画やハラスメントの防止に対応する勤務労働条件

を整備するため、必要な措置を講じること。職場でのセクシ

ュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ

ー・ハラスメント等への実効ある防止策を推進するため、指

針に基づき実効ある対策を強化すること。

〇複雑高度化する職務や仕事量の増大等に伴い精神的不調を訴

える職員が増加している現状を踏まえ、職員の心身におけ

る健康管理を図るため、メンタルヘルス対策の充実・強化

を図ること。また、本人はもとより所属に対するサポート

を図るため、人事配置など適時適切な支援策を講じること。

〇定年の延長等については、国に遅れることなく必要な対応を

図ること。

〇人員課題について、行政需要の変化、業務内容の多様化等、

職場実態に応じて必要な人員を確保すること。特に、新型

コロナウイルス関連に伴う業務拡大については、十分な人

員体制を確保すること。年度当初より定数人員を確保する

とともに、欠員は速やかに補充すること。

賃金水準引上げ､人員確保や長時間労働是正など求めて
知事あて｢２０２１春闘要求書｣を提出

自治労県職は３月２２日、三日

月知事あて「２０２１春闘要求書」

を提出しました。賃金改善など

６５項目にわたる要求書を手交

し、２０２１年度での諸要求の実

現を求める取り組みをスタートさ

せました。

要求書では、賃金水準の改善については連合の要求基準に合わせて

２％以上の引上げを掲げ、休暇制度では、育児・介護などにおけるワ

ーク・ライフ・バランスの実現、長時間労働の是正、ハラスメント対

策の強化、定年延長の対応、会計年度任用職員の処遇改善などを求め

ています。また、人員体制については、知事部局の７７人増の定数拡

大は図られましたが、年度当初の欠員補充はもとより、依然として深

刻な状況にある新型コロナ対策をはじめ、県行政へのニーズに対応す

る人員の確保を求めています。これらの課題を今後、年間を通じた人

事当局との交渉等を実施して改善を図っていきます。

自治労 全国統一
2021春闘･賃金闘争ストライキ批准投票

～賛成多数で批准が成立～
賛成率：９０.４％ 批准率：６５.６％

主な要求項目(抜粋)
○職員の生活改善を図るため、基本給および諸手当の月例給与水

準を２％以上引上げること。また、財政事情等を理由に給与引

き下げを行うことのないよう誠意をもって対応すること。

〇一時金について、現行支給月数を維持すること。勤勉手当の支

給率ウエイトを減らし期末手当への一本化を図ること。

〇すべての職員の職務に見合う賃金を定年まで保障するため、

５５歳昇給停止の撤廃や号給延長を行うこと。特に最高号給到

達者の多い行政職給料表４級（他の給料表の相当する級を含む）

の号給延長を図ること。

〇県政を支える優れた人材を確保するため、初任給や青年層賃金

について改善すること。また、多様な経験を持つ有為の人材を

確保するために中途採用者の賃金水準を改善すること。人事評

価制度導入以降、青年層の給与実態が従前と比べ低下している

ことから、給与水準の改善を図ること。

〇技能労務職給料表の職種ごとの格付け運用一本化等を図ること。

〇会計年度任用職員の労働者の処遇改善、安定雇用に関して、必

要な改善を図ること。

〇人事評価制度については、導入時の組合との５項目確認を基に

適切な運用を図ること。また、人事評価制度の検証・見直しに

ついては、具体の課題で見直しの協議を進めること。

〇退職手当について、現行支給水準を維持すること。

〇恒常的な超過勤務を縮減し、不払い残業を根絶させるため、県

関係職員の職場実態を把握・分析して実効ある対応を図るこ

と。この間に新型コロナウイルス感染症対策で特定の部署や担

当者に負担が集中し、長時間労働が生じていることから、この



森川書記長が組合を代表して発
言

自治労県本部が臨時大会を開催
自治労滋賀県本部（県・市・町職員

労組などの県内単組で構成）は３月２

日、近江八幡市内で臨時大会を開催。

大会では、確定闘争の総括、２０２１

春闘の方針について、執行部より提案

があり、各構成組合から発言があった

後、それぞれの議案が決定されました。

自治労県職からは森川書記長が確定交

渉の総括と課題について発言を行いました。また、向こう２年

間の役員の選出があり、自治労県職からは、根本委員長が県本

部副委員長に就任することとなりました。

【役員の改選】 （自治労県職関係分）

副執行委員長：根本 守仁（自治労県職委員長）

執行委員 ：森川 学 （自治労県職書記長）

エッセンシャルワーカーの重要性訴
え

自治労､各駅で春闘の宣伝活動
自治労滋賀県本部では、２０２

１春闘の取り組みとして、「公共

サービスキャンペーン」として、

３月１２日にＪＲの草津駅・近江

八幡駅・彦根駅の各駅頭で県民へ

の情報宣伝活動を行いました。

今回は、「エッセンシャルワーク（社会でなくてはならない仕

事）としての公共サービスとそれを担う労働者の役割と重要性

ご退職される皆さんへ
組合の各種手続きはお済みです

か
退職時に退職餞別金が支給されます。また自治労共済にご加

入の方は、共済の継続や解約等の手続きなどが必要です。必ず
事前に連絡をお願いします。なお、管理職昇任で組合を卒業さ
れる方も、連絡をお願いします。
【連絡先・問い合わせ先】

自治労県本部・新年号の当選者
自治労県本部発行の新年号（今人）の「市町職員が選定する

特産品」プレゼント募集で以下の組合員さんが当選されました。
【当選者】 （敬称略）

岡 真織 （国スポ・障スポ大会課）
前田 卓也 （新駅問題・特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対策室）
太田 博幸 （甲賀農業農村振興事務所）
村木 一枝 （総合病院）
吉野 恭子 （総合病院）
谷垣 健二 （総合病院）
鈴木 菜穂美（総合病院）
稲葉 洋子 （総合病院）
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今年も割引します「ナガシマリゾート」
パスポート（入場＋乗り放題） 大 人 5,500円→ 4,400円

同 小学生 4,200円→ 3,400円

プ ー ル （入場＋プール） 大 人 3,800円→ 2,900円

同 小学生 2,800円→ 2,200円

※遊園地入場、ワイドパスポート(入場＋乗り放題+プール)の割引もあり

◇利用方法：組合で発行する利用補助券を現地の窓口に提出して

「組合員価格」をお支払ください。

◇補助券の申込：組合書記局へ本部(077-528-4790)守山(077-583-4906)

どうなる？「定年延長」
遅れている法案審議、今後の動向は
定年延長は、定年真近の職員だけ

でなく、全世代の職員に大きな影響

を与える課題です。国家公務員の定

年を引き上げる法案は、第201回通

常国会で検察庁法改正案に対する国

民的な批判が強く廃案となりまし

た。しかしながら、年金支給開始年

齢が６５歳に繰り延べとなっている

中では、定年延長は必要不可欠な課

題です。今国会での法案審議と改正

法の早期成立が求められるところで

すが、不透明な状況は続いています。

地方公務員関係については、条例

化を図るにあたって地方自治体で検

討すべき課題が山積しています。

自治労として、国会対策含めて対

応を強化しているところです。今後

も継続して詳細をお伝えします。

検討されてきた法案に基づく段階的定年延長の早見表

（法案審議の状況により今後変わる可能性あり）
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